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酒酔い運転

罰 則・・・５年以下の懲役
または１００万円以下の罰金

違反点・・・３５点（免許取消し３年）
※前歴及びその他の累積点数がない場合

酒気帯び運転

罰 則・・・３年以下の懲役
または５０万円以下の罰金

違反点・・・０．１５ｍｇ以上０．２５未満
１３点（免許停止９０日）
０．２５ｍｇ以上

２５点（免許取消し２年）
※前歴及びその他の累積点数がない場合

自分が飲酒していなくても・・・

飲酒している人に
車両を提供する

車両を運転するおそれの
ある人に酒類を提供する

飲酒運転の車両に
同乗する

→いずれも犯罪になります


